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重要事項説明書 

当事業所は障害者総合支援法に基づく 

障害福祉サービスの指定を受けています。 

≪宮城県（障）指令第４６０号≫〔事業所番号；０４１０７０００７４〕 

      

当事業所は利用者に対して、指定居宅介護、重度訪問介護、行動援護サービス（以下「障がいホームヘ

ルプサービス」）を提供します。 

当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

１ 開設者 

（１）法人名    社会福祉法人 名取市社会福祉協議会 

 （２）法人所在地  宮城県名取市増田５丁目１３番３５号 

 （３）代表者名   会長 相澤 喜美 

 （４）電話番号   ０２２－３８４－６６６９（代表） 

 （５）設立年月日  昭和４５年９月１２日（法人格取得） 

 

２ 事業所の概要 

 （１）事業所名称  指定居宅サービス事業所ほっとなとり 

 （２）事業所所在地 宮城県名取市増田５丁目１３番３５号 

 （３）電話番号   ０２２－３９８－６７４５ 

０９０－５２３９－９０４１＜訪問介護サービス直通電話＞ 

 （４）管理者氏名  佐藤 晋一 

（５）開設年月日  平成１２年４月１日 

（６）当事業所の運営方針 

           利用者の障がいの特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、入浴、排泄、食事、移動の介護その他の生活全般にわたる支

援を行い、地域に密着したサービス提供に努めます。 

（７）事業所が行っているサービス種別／営業日及び営業時間 

〈障がいホームヘルプサービス〉年中無休  ２４時間対応 

〈移動支援サービス〉年中無休 ２４時間対応         

〈購入販売 ※日常生活用具給付等事業を行っている事業所です〉   

月曜日～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで 

  ＊通常の事業の実施地域 名取市 

 ３ 職員体制 

  障がいホームヘルプサービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

｛主な職員の配置状況｝※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 人員数 職務内容 

管理者 １名（常勤兼務） 事業所の管理・運営 

サービス提供責任者 １名以上（常勤） 
介護サービス計画の作成 

居宅介護支援事業所等に連絡調整 

訪問介護員 ２.５以上（常勤換算） 訪問介護サービスの実施 
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４ サービスの内容及び利用料等 

  当事業所では、相談支援事業者が作成した「サービス等利用計画」を基に、下記のサービス内容から

「居宅介護計画」「重度訪問介護計画」「行動援護計画」（以下「障がいホームヘルプサービス計画

等」という。）を定めて、サービスを提供します。 

  「障がいホームヘルプサービス計画等」は、市町村が決定した障害福祉サービスの「支給量」（「受

給者証」に記載してあります）と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用

者に対するサービス実施日などを記載しています。「障がいホームヘルプサービス計画等」は、利用者

や家族へ事前に説明し、同意を頂くととともに、利用者の申し出により、いつでも見直すことができま

す。 

 

【提供するサービスの内容について】 

サービス区分と種類 サービスの内容 

身体介護 

・入浴の介助や清拭（身体を拭く）や洗髪などを行います。 

・排泄の介助、おむつ交換を行います。 

・食事の介助を行います。 

・日常生活を営むために必要な身体介護を行います。 

家事援助 

・利用者の食事の用意を行います。 

・利用者の衣類等の洗濯を行います。 

・利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

・利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。 

・関係機関への連絡など必要な家事を行います。 

通院等介助 

通院等または公共機関への移動（公的手続き又は障害福祉サービ

スの利用に係る相談のために利用する場合に限る）のための屋内

外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等

の介助を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において

入浴、排泄、食事等の介護サービスや調理、洗濯、掃除等の家事

援助、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。 

行動援護 

行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時

における移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他行動する

際に必要な援助を行います。 

その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。 

 

【利用者負担額】 

 介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生労働大臣の定める基準により算出

した額）のうち９割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接

受け取る（代理受領する）場合、利用者負担分として、原則料金表（別紙料金表参照）の１割の額を事業

者にお支払いいただきます。 

｛負担上限額について｝ 

   月ごとの利用者負担には上限があります。所得に応じて負担上限額が設定されており、ひと月に利

用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は発生しません。（別紙料金表参照）受給者証の利

用者負担上限月額をご確認ください。 
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【サービス利用に係る実費負担額】 

 サービス提供に要する下記の費用は、介護給付の対象ではありませんので、実費を頂きます。 

① 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は訪問介

護員が訪問するための交通費を頂きます。 

② 訪問介護員に公共交通機関などの交通費のほか、入場料、利用料等が必要な場合。 

③ 介護給付費の支給の範囲を超えたサービス利用をした場合。 

【利用料金のお支払い方法】 

 ご利用者の自己負担額分については、原則として口座引き落としとさせていただきます。なお、口座引

き落とし以外のお支払については、当事業所にご相談ください。 

【利用の中止、変更、追加】 

 利用予定日の前に利用者の都合により、障がいホームヘルプサービス計画等で定めたサービスの利用を

中止又は変更することができます。この場合には、実施日の前日正午までに事業者に申し出てください。

但し、利用の変更・追加は、訪問介護員の稼動状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができ

ない場合があります。その場合、他の利用可能日時の提示や他事業所を紹介するなど、必要な調整に努め

ます。 

 

｛キャンセル料｝ 

当日になっての利用中止、事前の連絡が無く訪問時不在などにおいては、キャンセル料を頂く場合があ

ります。（別紙料金表参照） 

※利用者の体調不良等、止むを得ない場合はキャンセル料を頂きません。 

 

５ サービス利用に関する留意事項 

 (１)サービス提供を行う訪問介護員 

   サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。但し、実際のサービス提供にあたっては、複

数の訪問介護員が交替してサービス提供を行います。 

 (２)訪問介護員の交替 

① 選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められ

る事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出

ることができます。但し、ご利用者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

② 事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。但し、ご利用者及びその家族等

に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分配慮するものとします。 

(３)訪問予定時間 

  訪問予定時間については、交通事情や天候等の事由により 10 分前後の変更があることをご了承願い

ます。但し、大幅な時間の変更があった場合は、早急にご利用者に連絡を取ることとします。 

(４)受給者証の確認 

  「住所」「利用者負担額」「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更があった場合は速やかに

訪問介護員にお知らせください。またサービス提供責任者や訪問介護員が「受給者証」の確認をさせ

ていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。 
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６ その他 

（１）訪問介護員について 

   訪問介護員は、ご利用者に対する障がいホームヘルプサービスの提供にあたって、次に該当する行

為は行いません。 

① 医療行為又は医療補助行為 

② 利用者若しくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書等の預かり 

③ ご利用者若しくはその家族からの物品等の授受 

④ ご利用者若しくはその家族等との飲食 

⑤ ご利用者の同居家族に対するサービス 

⑥ ご利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除など） 

⑦ ご利用者若しくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為 

（２）サービス実施の記録について 

   当事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者に

その内容をご確認頂きます。障がいホームヘルプサービス計画等及びサービス提供ごとの記録はサー

ビス提供日より５年間保存します。 

{利用者の記録や情報の管理、開示について} 

   関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示

します。（開示に際しての必要な複写料などの諸費用は利用者負担となります） 

（３）秘密の保持について 

   当事業所の従業者は、正当な理由なくその業務上知り得たご利用者及びご家族の秘密を漏らすこと

はいたしません。従業者が退職後も在職中に知り得た秘密を漏らすことはいたしません。 

（４）緊急時の対応方法について 

  １ サービス提供中に、利用者の事故等緊急事態が生じた際には、利用者の主治医等に連絡するとと

もに、医師の指示に従い適切な対応にあたります。また、速やかに管理者へ報告するとともに、利

用者の家族等、当該利用者に係る相談支援事業所、保健医療機関へ連絡を行い、必要に応じて保険

者へ連絡します。 

  ２ 利用者又はその家族等からの緊急時の要請に速やかに対応するために、３６５日２４時間受付を

行います。依頼を受けた時間、対応内容、提供時間帯を記録し、必要に応じて緊急時訪問介護対応

を行います。 

連絡先  ０２２‐３９８‐６７４５ 

夜間   ０９０‐５２３９‐９０４１ 

（５）事故発生時の対応について 

   利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

   また、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行います。 

 

（６）損害賠償について 

  １ 事業者の責任が認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、利用者の損害を賠償し

ます。 

  ２ 物品の賠償にあたっては原状の復帰を原則とします。修理または復元が不可能な場合は、原則と

して購入時の価格ではなく時価（購入価格や使用年数・耐用年数を考慮した額）をその賠償範囲と

します。そのため、購入から長年を経過した品物については、賠償を致しかねることがあります。 
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  ３ 取扱いに特別の注意が必要なもの等については、あらかじめご提示をお願いいたします。ご提示

のない場合、賠償を致しかねることがあります。 

｛損害賠償保険への加入先｝ 

    宮城県地域福祉総合補償制度 事業者賠償責任保険 

〔取りまとめ；社会福祉法人宮城県社会福祉協議会〕 

〔取扱代理店；株式会社オンワードマエノ／引受保険会社；あいおいニッセイ同和損保〕 

 

（７）虐待の防止について 

    当事業所は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発防止のため、下記の措置を講じます。 

① 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者を選定しています。 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決責任体制を整備しています。 

④ 訪問介護員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

⑤ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について事業所内で周知

徹底します。 

⑥ その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置を講じます。 

 

虐待防止担当者 指定居宅サービス事業所ほっとなとり  所長 佐藤 晋一 

虐待防止責任者 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 事務局長 

 

（８）身体拘束等の禁止について 

  １ 当事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する 

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束 

等」という。）を行わないものとします。 

  ２ 当事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身 

の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

  ３ 当事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者

へ周知徹底をします。 

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しています。 

③ 訪問介護員に対する身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

（９）業務継続計画について 

  １ 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実

施するため、早期の業務再開に向けた業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じます。 

  ２ 当事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

  ３ 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しと変更を行います。 
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（１０）衛生管理等について 

  １ 当事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。 

  ２ 当事業所は、設備及び備品等について衛生的な管理に努めます。 

  ３ 当事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果につ

いて事業所内で周知徹底します。 

② 感染症の予防及びまん延を防止するための指針を整備しています。 

③ 感染症の予防及びまん延を防止するための研修を定期的に実施します。 

 

７ 相談・苦情等に関する受付 

   当事業所に対する苦情やご相談等は、以下の専用窓口で受け付けます。 

指定居宅サービス事業所ほっとなとり ℡０２２－３９８－６７４５ 

（１）相談受付担当者    管理主任  丹野 美香    

（２）苦情解決責任者    所  長  佐藤 晋一      

（３）苦情解決第三者委員        菊地 悦子 

                    小野 美智也 

                    齋藤 良則 

※ 苦情解決第三者委員の連絡先に関しましては、個人情報保護の観点から記載を控えております。 

第三者委員の立会い及び助言、話合いを希望される場合は下記までお問合せ願います。 

受付時間 
毎週月曜日～金曜日（国民の祝日を除く） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

電話番号 ０２２－３８４－６６６９ 

ＦＡＸ ０２２－３８４－６８４４ 

 

   障害者総合支援法に関するご相談、支給申請、苦情等について、公的機関等の受付窓口は次の通り

です。 

名取市健康福祉部社会福祉課福祉係 

電話番号 ０２２－３８４－２１１１（代表） 

日  時 月曜日～金曜日  午前８時３０分～午後５時１５分 

宮城県運営適正化委員会（社会福祉法人宮城県社会福祉協議会内） 

電話番号 ０２２－７１６－９６７４ 

日  時 月曜日～金曜日  午前８時３０分～午後５時１５分 

 

 

８ 第三者評価の実施状況 

第三者による 

評価の実施状況 

１．あり 実施日  

評価機関名称  

結果開示 １．あり  ２．なし 

２．なし 

 

更新年月日；令和６年４月１日 


